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議案第１４０号

琴浦町職員の給与に関する条例の一部改正について

別紙のとおり、琴浦町職員の給与に関する条例の一部を改正すること

について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規

定により、本議会の議決を求める。

令和２年１１月３０日 提 出

琴 浦 町 長 小 松 弘 明

令和２年 月 日

琴浦町議会議長 小 椋 正 和
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令和２年琴浦町条例第 号

琴浦町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

第１条 琴浦町職員の給与に関する条例(平成16年琴浦町条例第50号)の一部を次

のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下

線で示すように改正する。

第２条 琴浦町職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下

線で示すように改正する。

改正後 改正前

(期末手当) (期末手当)

第19条 略 第19条 略

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、1

00分の125を乗じて得た額に、基準日以前

６箇月以内の期間におけるその者の在職

期間の区分に応じて、次に定める割合を

乗じて得た額とする。

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、1

00分の130を乗じて得た額に、基準日以前

６箇月以内の期間におけるその者の在職

期間の区分に応じて、次に定める割合を

乗じて得た額とする。

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略

３～６ 略 ３～６ 略

改正後 改正前

(期末手当) (期末手当)

第19条 略 第19条 略

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、1

00分の127.5を乗じて得た額に、基準日以

前６箇月以内の期間におけるその者の在

職期間の区分に応じて、次に定める割合

を乗じて得た額とする。

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、1

00分の125を乗じて得た額に、基準日以前

６箇月以内の期間におけるその者の在職

期間の区分に応じて、次に定める割合を

乗じて得た額とする。

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略
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附 則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和３年４月

１日から施行する。

３～６ 略 ３～６ 略


